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　総務省は12月2日、人事院が子の看護休暇、非常勤職員の病気休暇の有給化等について規則・通
知を改正したことを受け、通知「人事院規則15-14（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正
等について」を発出しました。
 
　子の看護休暇については、すでに公布通知（自治労情報2024第116号参照）を踏まえた準備がさ
れていることと思いますが、非常勤職員の病気休暇については、今回あらたに出されたものであ
ることから、本通知を踏まえ、2025年4月1日の施行にむけて交渉・協議をお願いいたします。
  
　非常勤職員の病気休暇の有給化に係る会計年度任用職員マニュアルの取り扱いについて総務省
に確認したところ、①この間の様々な改正事項もあるため後日まとめて改定する予定としてお
り、今回の通知に合わせた改正は示していないこと、②会計年度任用職員の休暇については、国
家公務員の非常勤職員との権衡を踏まえるものと助言してきており、当然に国の制度改正に合わ
せて有給で措置すべきことを確認しています。
 
　なお、国家公務員の非常勤職員においては、病気休暇の付与日数が勤務日数に応じて決められ
ていますが、自治労としては、この間の要求モデルに基づき、最低でも年10日を有給の休暇とし
て措置することを求めて取り組みます。
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